
日々の活動を
発信中!

地域おこし協力隊
facebook（フェイスブック）
https://www.facebook.com/teshikagachiikiokoshi/

毎月第３金曜日に開催！
てしかがコミュニTea
※ 詳しくは弟子屈町HPをご覧く
ださい。

地域おこし協力隊
Instagram（インスタグラム）
#teshikagram

協力隊の近況を

お知らせします！

第126回

協力隊
通信

●人口計　6,316 人　（－11）
　　男　　3,060 人　（－２）
　　女　　3,256 人　（－９）
●世帯数　3,676 世帯（－６）

人のうごき
【令和８年１月末現在】

※ お誕生、お悔やみは、1/１～1/31に弟子屈町に届け出をされた方のうち、掲載を希望された方のみ掲載しています。

弟子屈町以外に届け出をされた方で掲載を希望される方は、役場環境生活課町民係までご連絡ください。

 お悔やみ申し上げます

石島　敏子さん（82歳）　美里３丁目

太田貴美子さん（89歳）　泉２丁目

白山　道信さん (83歳) 美里４丁目

竹田　宏子さん（81歳）美里５丁目

近松　玲子さん（68歳）　中央３丁目

徳永比呂道さん（79歳）　川湯温泉５丁目

西崎　　悟さん（74歳）泉４丁目

 お誕生おめでとうございます

和田　氷
ひばり

晴ちゃん　女　（吹雪）中央２丁目

藤田　珠
す

衣
い

ちゃん　女　（知秀）高栄４丁目

　９月にもなると暑さのピークも超え、雑草が伸
びるスピードも緩やかになり、夏から秋に季節が
移り変わっていくのを実感しました。引き続きの草刈に加え、中旬ご
ろからは収穫に向けて、青玉取りや鳥よけネットの取り付け、醸造用
タンク洗浄などを行いました。青玉取りは収穫までに熟しきらず、着
色していない粒をなるべく除去していく工程で、なかなか骨の折れ
る作業でした。

　10月からは収穫が始まり、９日、12日、13日の３日間は収穫ボランティアの方々にも来ていただきまし
た。初めて栽培に携わり、日々成長していくブドウが収穫まで迎えられたことに感動を覚えました。収穫と共
に醸造作業も始まり、中でも手除梗（てじょこう）は印象的でした。除梗とは、ワインの醸造工程で、収穫したブ
ドウの果粒を房の茎（梗：こう）から取り外す作業のことです。手除梗は、粒の大きさより少し粗い網目の上に
全房を乗せ、上から手のひらで押さえながら転がすことで網の下のコンテナに粒が落ち、除梗することができ
ます。機械で除梗するより粒が潰れにくく、より良いワインを作る上で大切な工程です。他にもワインを作る
中でいろいろな製造工程がありますが、また別の機会に紹介したいと思います！
　11、12月になると日没もかなり早くなり、日が出ている時との寒暖差を感じる日々でした。
　収穫後の作業としては、主に剪定があります。来年に
向けて結果母枝（ベースとなる枝）を選別し、新梢（実を
付けた枝）を切り落とす作業で、１つ１つ姿形が異なる
ため経験して慣れていく必要があると感じました。ま
た、醸造作業では収穫したブドウもアルコール発酵を
終え、瓶詰め作業も行いました。
　2025年収穫のブドウで醸造したワインも随時発売
予定となりますので、屈斜路湖を眺めにお気軽にお立
ち寄りください。

ワイン事業推進支援員 小
こ
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秋・冬の活動報告秋・冬の活動報告

収穫したブドウ収穫したブドウ

瓶詰めの様子瓶詰めの様子

27 広報てしかが 2026.3

林野火災注意報・警報の運用開始について

火の使用制限の内容
•山林、原野などでの火入れ

•屋外での火遊びやたき火

•指定区域内での喫煙

発令時は、ホームページや消防車両による巡回広報などを通じて速やかにお知らせします。

•釧路北部消防事務組合消防本部☎４８２‒３２７６

•弟子屈消防署☎４８２‒２０７３
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火事と救急は１１９番火火火事と救急は１１９番
弟子屈消防署・弟弟弟子屈消防署・川湯支弟子弟弟弟弟弟子弟子子屈消屈消消防署防署署・・川湯川湯支支署湯支署署支署
火事と救急は１１９番
弟子屈消防署・川湯支署

E‐mail teshikaga.fire.119@bird.ocn.ne.jp
kawayufd@smile.ocn.ne.jp

火　災 ０件
救　急 57件
（川湯支署含む）

☎４８２‐２０７３　☎４８３‐２２１６

令和８年２月９日までの出動件数

寄附ありがとうございます
今井　善紀　様（大阪府）
　土地・建物（泉４丁目）

　• この土地・建物を利用する予定もなく、公共の資
産として活用してほしい。

鈴木　武夫　様（中央３丁目）
50,000円
　• 亡妻（征子）が生前町にお世話になったため、福
祉に活用してほしい。
ふるさと納税　122,648件 2,479,347,926円

　令和８年１月１日より釧路北部消防事務組合では「林野火災注意報」・「林野火災警報」の運用を開始してい
ます。これは、令和７年２月26日に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受け、林野火災予防の実効性
を高めるために、火災予防条例の一部改正に伴い実施されるものです。
　同注意報・警報は気象状況に応じて発令され、「火の使用制限」について義務の有無が異なります。

※注意報令は警報発令の前段階に位置付けられます。
※当日に降水や積雪が見込まれる場合は発令しないことがあります。

周知方法と
問い合わせ先

•屋外での引火性・爆発性物品付近での喫煙

•残火、取灰、火粉の不始末

•煙火の消費

26広報てしかが 2026.3

項 目 林 野 火 災 注 意 報 林 野 火 災 警 報

火 の 使 用 制 限 努 力 義 務 義 務

罰 則 な し 30 万 円 以 下 の 罰 金 ま た は 拘 留


